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第
5
章　

清
末
の
中
央
官
制
改
革

─
戊
戌
か
ら
丙
午
ま
で

浅
沼　

か
お
り

は
じ
め
に

　

図
１
の
よ
う
に
、
清
代
の
中
央
官
庁
は
北
京
天
安
門
の
南
に
集
中
し
て
い
た
。
吏り

部ぶ

（
文
官
を
管
理
）、
戸こ

部ぶ

（
税
・
戸
籍
を
管
理
）、

礼れ
い

部ぶ

（
礼
儀
・
科
挙
な
ど
を
管
理
）、
兵へ

い

部ぶ

（
武
官
・
軍
事
行
政
を
管
理
）、
刑け

い

部ぶ

（
司
法
・
審
判
を
管
理
）、
工こ

う

部ぶ

（
国
家
・
宮
廷
の
工
程
を

管
理
）
か
ら
な
る
「
六り

く

部ぶ

」
は
す
べ
て
こ
の
一
画
に
軒
を
な
ら
べ
、
文
武
の
官
員
は
統
一
的
に
管
理
さ
れ
た
。
明
治
日
本
の
躍
進
に
脅

威
と
羨
望
を
覚
え
な
が
ら
清
国
で
も
官
制
改
革
の
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
独
自
の
論
理
と
文
脈
が
あ
っ
た
。
改
革
は
繰

り
返
し
反
対
勢
力
に
阻
ま
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
天
安
門
前
の
官
庁
街
は
拡
散
し
、
吏
部
に
よ
る
人
事
管
理
は
弛
緩
し
た
。
本
章
は
清

末
の
中
央
官
制
改
革
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
戊ぼ

じ
ゆ
つ戌

「
変
法
」
の
一
環
と
し
て
の
中
央
官
制
改
革
、
義
和
団
事
件
後
の
改
革
、
そ
し
て
丙へ

い

午ご

官
制
改
革
が
主
な
検
討
対
象
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
後
の
二
つ
は
「
新
政
」
の
期
間
に
あ
た
る
。
改
革
派
と
反
改
革
派
の
議
論

を
比
較
し
な
が
ら
、
主
に
人
事
管
理
制
度
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
で
「
変
法
」
と
「
新
政
」
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
劉り

ゅ
う

勁け
い

松し
ょ
う

氏
と
朱し

ゅ

福ふ
く

惠け
い

氏
に
よ
れ
ば
、

「
戊
戌
変
法
」
と
は
広
義
で
は
光
緒
二
一
（
一
八
九
五
）
年
の
「
公
車
上
書
」
か
ら
光
緒
二
四
年
八
月
六
日
（
一
八
九
八
年
九
月
二
一
日
）
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に
慈じ

禧き

太
后
に
よ
る
垂す

い

簾れ
ん

聴
政
が
は
じ
ま
る
ま

で
を
い
う
。
一
方
、
狭
義
で
は
い
わ
ゆ
る
「
百

日
維
新
」
で
あ
り
、
光
緒
二
四
年
四
月
二
三

日
（
一
八
九
八
年
六
月
一
一
日
）
に
「
明め

い

定て
い

国こ
く

是ぜ

詔し
ょ
う

」
が
出
さ
れ
て
か
ら
光
緒
二
四
年
八
月

六
日
に
垂
簾
聴
政
が
は
じ
ま
る
ま
で
の
一
〇
三

日
間
を
指
す（

１
）。

本
章
で
扱
う
の
は
狭
義
の
変
法

運
動
で
あ
る
。

　
「
新
政（

２
）」

に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
光
緒
二

七
（
一
九
〇
一
）
年
か
ら
光
緒
三
一
（
一
九
〇

五
）
年
を
「
清
末
新
政
」、
光
緒
三
一
年
の
五

大
臣
海
外
派
遣
以
降
を
「
預
備
立
憲
」
と
呼
び

両
者
を
区
別
す
る
見
方
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で

は
こ
れ
ら
を
一
つ
に
し
て
「
新
政
」
と
す
る
の

が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る）

3
（

。
蕭し

ょ
う

功こ
う

秦し
ん

氏
は
、

「
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
五
年
は
清
王
朝
の

権
威
危
機
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
な
か
で
の
新

政
の
開
始
段
階
で
あ
る
」、「
一
九
〇
五
年
に
清

廷
が
人
員
を
派
遣
し
て
西
洋
憲
政
を
視
察
さ
せ

た
と
き
か
ら
一
九
〇
八
年
に
慈
禧
太
后
と
光
緒

皇
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出典）「清代天安門前的官署辦公区」（羅保平『明清北京城』北京出版社、2000年、53頁）をもとに作成。

図 1　清代天安門前の官庁街
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帝
が
世
を
去
る
と
き
ま
で
が
立
憲
運
動
を
中
心
と
し
た
新
政
第
二
段
階
で
あ
る
」、「
一
九
〇
八
年
一
一
月
以
後
摂
政
王
載さ

い

灃ほ
う

が
執
政
し

て
か
ら
一
九
一
一
年
の
保
路
運
動
と
辛
亥
革
命
の
勃
発
ま
で
、
こ
れ
が
新
政
の
最
終
段
階
で
あ
る（

４
）」

と
新
政
期
を
三
段
階
に
分
け
て
い

る
。
本
章
で
は
、
こ
の
う
ち
第
一
と
第
二
の
段
階
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
い
。

一　

戊
戌
の
改
革　

光
緒
二
四
（
一
八
九
八
）
年

　

本
節
で
は
、
変
法
運
動
の
な
か
の
中
央
官
制
改
革
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
工
部
主
事
・
康こ

う

有ゆ
う

為い

が
光こ

う

緒し
ょ

帝て
い

に
召
見
さ
れ
、「
総そ

う

理り

各か
っ

国こ
く

事じ

務む

衙が

門も
ん

章し
ょ
う

京け
い

上じ
ょ
う

行こ
う

走そ
う

」
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
光
緒
二
四
年
四
月
二
八
日
の
こ
と
で
あ
る（

５
）。

正
一
品ひ

ん

か
ら
従
九
品
、
未
入
流
ま

で
の
官
位
の
う
ち
、「
主
事
」
と
は
正
六
品
の
官
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
康
有
為
は
「
工
部
候
補
主
事
」
で
あ
っ
た（

６
）。

後
述
す
る
が
、「
候

補
」
と
は
任
用
を
待
つ
身
分
で
あ
る
。「
総
理
各
国
事
務
衙
門
」（
総
理
衙
門
、
総
署
と
も
い
う
）
は
ア
ロ
ー
戦
争
後
に
設
け
ら
れ
た
外

交
事
務
機
関
で
あ
る
。「
章
京
」
は
具
体
的
な
事
務
に
あ
た
る
官
員
で
あ
り
、
も
と
の
品
秩
、
こ
の
場
合
は
「
工
部
主
事
」
の
正
六
品

を
保
留
し
た
。「
行
走
」
は
兼
任
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
康
有
為
の
官
位
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
年
の
は
じ
め
、
す
な
わ
ち
光
緒
二
四
年
正
月
八
日
の
上
奏
の
な
か
で
康
有
為
は
、
内
廷
に
制
度
局
を
設
け
る
こ
と
、
法
律
局
・

税
計
局
・
学
校
局
・
農
商
局
・
工
務
局
・
鉱
政
局
・
鉄
路
局
・
郵
政
局
・
造
幣
局
・
遊
歴
局
・
社
会
局
・
武
備
局
の
一
二
局
を
設
け
る

こ
と
を
提
案
し
て
い
る）

7
（

。「
康
南
海
自
編
年
譜
」
を
詳
細
に
考
証
し
た
茅ぼ

う

海か
い

建け
ん

氏
は
、
こ
の
上
奏
文
を
「
康
有
為
の
戊
戌
変
法
に
お
け

る
最
も
重
要
な
改
革
綱
領
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
康
有
為
の
政
治
設
計
の
な
か
で
「
最
も
重
要
な
も
の
が
制
度
局
で
あ
る
。

こ
れ
は
中
央
の
政
策
決
定
機
構
と
な
り
、
新
政
の
政
令
は
す
べ
て
制
度
局
の
討
論
・
決
定
を
経
た
あ
と
に
、
一
二
局
で
処
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
康
有
為
本
人
も
制
度
局
に
入
る
、
つ
ま
り
「
参
議
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
法
の
指
導
者
・
政
策
決
定
者
に

な
ろ
う
と
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る）

8
（

。
康
有
為
が
戊
戌
の
時
点
で
要
求
し
て
い
た
の
は
、「
宮
中
に
制
度
局
を
開
い
て
全
局
を
計
画

す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
だ
迅
速
な
国
会
開
設
を
主
張
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
辛
亥
革
命
前
夜
に
刊
行
さ
れ
た
『
戊
戌
奏
稿
』
に
つ
い




